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白 岡 市 高 齢 者 福 祉 計 画 ・第 １０期 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 方 針  

 

１ 目 的 及 び背 景  

本 計 画 は、老 人 福 祉 法 及 び介 護 保 険 法 に基 づき「白 岡 市 高 齢 者 福 祉 計 画 」と

「第 １０期 介 護 保 険 事 業 計 画 （以 下 「１０期 計 画 」という。）」を一 体 のものとして策 定

するものです。 

２０２５年 に団 塊 の世 代 が７５歳 を迎 え、今 後 も、高 齢 者 や高 齢 者 のみ世 帯 、また、

要 介 護 ・要 支 援 者 数 などの増 加 が見 込 まれています。 

このような中 、将 来 にわたり、介 護 保 険 制 度 を安 定 的 に維 持 していくためには、適

切 な介 護 サービスの提 供 に加 え、高 齢 者 自 身 の自 助 と、多 様 な主 体 による互 助 ・共

助 を引 出 すことにより、地 域 全 体 で高 齢 者 を支 える体 制 の構 築 が求 められています。 

現 行 の「白 岡 市 高 齢 者 福 祉 計 画 ・第 ９期 介 護 保 険 事 業 計 画 （以 下 「現 行 計 画 」

という。）」では、「地 域 包 括 ケアの深 化 ・推 進 」と「社 会 参 加 と生 きがいづくり」という２

つの基 本 方 針 を定 め、様 々な施 策 の推 進 に取 り組 んでいます。 

１０期 計 画 では、この現 行 計 画 の基 本 方 針 に基 づく施 策 の推 進 を基 本 としつつ、

高 齢 者 、介 護 者 、介 護 事 業 者 等 の御 意 見 を伺 いながら、高 齢 者 等 に関 する現 状 と

課 題 の把 握 ・分 析 を行 い、その解 決 に資 する計 画 の策 定 を行 います。 

 

２ 計 画 の位 置 づけ 

(1)  白 岡 市 高 齢 者 福 祉 計 画 （老 人 福 祉 法 第 ２０条 の８） 

    市 内 における全 ての高 齢 者 を対 象 とした福 祉 事 業 全 般 に関 する総 合 計 画  

(2) 第 １０期 介 護 保 険 事 業 計 画 （介 護 保 険 法 第 １１７条 ） 

    要 介 護 ・要 支 援 高 齢 者 及 び要 介 護 ・要 支 援 となるおそれの高 い高 齢 者 を対  

象 とした介 護 サービス等 の基 盤 整 備 に関 する実 施 計 画  

 

３ 計 画 期 間  

 １０期 計 画 の計 画 期 間 は、令 和 ９年 度 （２０２７年 度 ）から令 和 １１年 度 （２０２９年

度 ）までの３年 間 とします。 

 

４ 計 画 策 定 に当 たっての重 点 検 討 項 目  

 現 行 計 画 における施 策 の成 果 を検 証 するとともに、高 齢 者 等 を対 象 としたアンケー

ト調 査 （高 齢 者 等 実 態 調 査 ）の結 果 などを踏 まえ、以 下 の４つの項 目 を重 点 検 討 項

目 として位 置 づけ、計 画 策 定 を進 めます。 

(1) 地 域 包 括 ケアシステムの深 化 ・介 護 予 防 事 業 の推 進  

(2) 日 常 生 活 圏 域 の見 直 し及 び地 域 包 括 支 援 センターの機 能 強 化  

(3) DX 等 を活 用 した要 介 護 認 定 事 務 の迅 速 化 ・体 制 強 化  
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(4)  介 護 サービス等 の基 盤 づくりと連 動 した介 護 保 険 制 度 の円 滑 かつ適 正 な運 営 

 

５ 計 画 の策 定 体 制  

１０期 計 画 は、上 記 ４に基 づき市 （高 齢 介 護 課 ）において素 案 を作 成 し、随 時 、高

齢 者 福 祉 事 業 推 進 委 員 会 、介 護 保 険 等 運 営 協 議 会 及 び市 議 会 に諮 り、各 会 議

で出 された御 意 見 を反 映 させながら策 定 を進 めます。 

＊別 紙 「白 岡 市 高 齢 者 福 祉 計 画 ・第 １０期 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 体 制 図 」を参 照  

 

６ 市 民 意 見 等 の反 映  

  計 画 策 定 前 に高 齢 者 等 実 態 調 査 を実 施 し各 調 査 対 象 者 の意 向 把 握 を行 いま 

す。また、計 画 案 の策 定 後 には、市 民 及 び介 護 事 業 者 を対 象 とした説 明 会 を開 催  

するとともに、パブリックコメントを実 施 し、市 民 意 見 の募 集 ・反 映 を行 います。 

 

７ 策 定 スケジュール 

  令 和 ７年 度 及 び８年 度 の２か年 で１０期 計 画 の策 定 を行 います。 

  令 和 ７年 度 は高 齢 者 等 実 態 調 査 の実 施 、集 計 ・分 析 を行 い、令 和 ８年 度 に計  

画 内 容 の検 討 を行 います。 

＊別 紙 「白 岡 市 高 齢 者 福 祉 計 画 ・第 １０期 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 スケジュール」を参 照  
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指示 報告

連絡 調整

資料　１

白岡市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画 策定体制図

行 政
議 会

市 民

市 長

高齢者福祉事業推進委員会
・委員長：健康福祉部長
・副委員長：高齢介護課長
・委員：関係課１２課長

事務局
（健康福祉部 高齢介護課）

介護保険等運営協議会
・ 医療関係者
・ 保健関係者
・ 福祉関係者
・ 公募に応じた者
・ 市長が必要と認めた者

高齢者等実態調査
・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
・在宅介護実態調査
・施設サービス利用者調査
・サービス提供事業者調査
・ケアマネジャー調査

パブリックコメント

上程・議決
意見反映

情報共有

諮問・答申

情報共有

情報発信

意見反映

市民説明会・介護事業者説明会
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年度

月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

議会

●全員協議会（下
旬）
・計画策定方針、
スケジュールにつ
いて
・アンケートの実
施について

●全員協議会（下
旬）
・事業計画スケ
ジュールについて
・高齢者等実態調
査結果等につい
て

●全員協議会（下
旬）
・サービス見込み
量算定方法につ
いて
・保険料試算方法
について

●全員協議会（下
旬）
・事業計画素案に
ついて

●１２月定例会
行政報告（上旬）
・パブリックコメン
ト実施について

●全員協議会（下
旬）
・事業計画修正案
について

●３月定例会　行
政報告（下旬）
・策定報告
・調製後の配布案
内
●介護保険条例
の改正（保険料改
正）

高齢者福祉事業推進委員会

●第１回委員会
（上旬）
・計画策定方針、
スケジュールにつ
いて
・アンケートの実
施について

●第2委員会（中
旬）
・事業計画スケ
ジュールについて
・高齢者等実態調
査結果等につい
て

●第3回委員会
（中旬）
・サービス見込み
量算定方法につ
いて
・保険料試算方法
について

●第4回委員会
（下旬）
・事業計画素案に
ついて

●第5回委員会
（中旬）
・事業計画案につ
いて
・保険料基準額案
について

●第6回委員会
（書面開催）（下
旬）
・事業計画修正案
について

介護保険等運営協議会

●第4回会議（中
旬）
・計画策定方針、
スケジュールにつ
いて
・アンケートの実
施について

●第5回会議（下
旬）

●第6回会議（下
旬）
・事業計画スケ
ジュールについて
・高齢者等実態調
査結果等につい
て

●第7回会議（下
旬）
・サービス見込み
量算定方法につ
いて
・保険料試算方法
について

●第８回会議（上
旬）
・事業計画素案に
ついて
・保険料基準額素
案について

●第9回会議（中
旬）
・事業計画案につ
いて
・保険料基準額案
について

●第10回会議（上
旬）
・パブコメ結果に
ついて
・事業計画内容確
定について
・保険料基準額確
定について
・答申について

事務局（高齢介護課）

●高齢者等実態
調査
④サービス提供
事業者調査
⑤ケアマネジャー
調査

●高齢者等実態
調査
①介護予防・日常
生活圏域ニーズ
調査
②在宅介護実態
調査
③施設サービス
利用者調査

●高齢者等実態
調査回答の集計・
分析

●事業計画素案
の検討

●市民・介護事業
者説明会

●パブリックコメ
ント（12月下旬～
1月下旬）

●計画案の修正

白岡市高齢者福祉計画第１０期介護保険事業計画　策定スケジュール

令和８年度令和７年度

資料 ２

－5－



資料 ３ 

 

白岡市高齢者等実態調査の概要 

 

１ 調査の目的 

令和９年度を初年度とする「白岡市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画」

（計画期間：令和９年度～令和１１年度）の計画策定に当たり、高齢者や介護サービス

利用者の生活実態と今後の介護サービスに対するニーズを把握し、現状における課題

の抽出と施策の検討に資することを目的に調査を実施するものです。 

 

２ 調査の種類 

⑴  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

⑵  在宅介護実態調査 

⑶  施設サービス利用者調査 

⑷  サービス提供事業者調査  

⑸  ケアマネジャー調査 

 

３ 各調査の実施概要 

⑴  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

ア 対象者：令和７年１２月１日現在で６５歳以上の市民 

（要介護１～５の認定を受けていない方から無作為抽出） 

イ 調査件数：１，５００件（定数） 

ウ 主な設問：地域や高齢者の生活上の課題等を把握するため、毎日の生活、地域

での活動・助け合い、運動や健康などに関する項目について、国が示し

ている調査項目に市独自の設問を追加し、郵送により実施します。 

⑵  在宅介護実態調査 

ア 対象者：４０歳以上の白岡市の介護保険被保険者で、令和７年１２月１日現在、

要支援・要介護に認定され、在宅で過ごしている方 

（⑴との重複者は除く） 

イ 調査件数：約１，８００件 

ウ 主な設問：在宅サービス等の利用状況や今後の意向、介護者の状況等を把握

するため、国が示している調査項目に市独自の設問を追加し、郵送によ

り実施します。 

⑶  施設サービス利用者調査 

ア 対象者：白岡市の介護保険被保険者で、令和７年１１月に介護保険施設に入

所していた方 
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資料 ３ 

 

イ 調査件数：約４００件（全件） 

ウ 主な設問：今後の施設整備検討の基礎資料とするため、施設入所者の状況と

入所の理由に関することなどについて、市が独自に設問を設定し、郵送

により実施します。 

⑷  サービス提供事業者調査  

ア 対象者：白岡市内のサービス事業者 

イ 調査件数：約５０件（全件） 

ウ 主な設問：安定したサービス提供と今後の充実に向けて検討するため、事業者の

状況と意向に関することなどについて、市が独自に設問を設定し、郵送

により実施します。また、ＷＥＢでの回答も可能としています。 

⑸  ケアマネジャー調査 

ア 対象者：白岡市内の居宅介護支援事業所のケアマネジャー 

イ 調査件数：約５０件（全件） 

ウ 主な設問：要介護者の地域での生活を支えるために必要な支援や連携に関する

ことなどについて、ケアマネジャーの専門的な視点からの意見を得るため

に、市が独自に設問を設定し、郵送により実施します。また、ＷＥＢでの

回答も可能としています。 

 

４ 調査結果の活用、報告スケジュール 

調査結果につきましては、令和 8 年度中に策定する「白岡市高齢者福祉計画・第 

１０期介護保険事業計画」の素案を作成するための基礎資料として活用いたします。 

また、高齢者等実態調査のスケジュールは、次のとおりです。 

調査⑴～⑸の種類ごとに回答を集計・分析の上、抽出した課題等を取りまとめ、市

議会への行政報告を実施します。 

 

内   容 日    程 

⑷事業者調査及び⑸ケ

アマネ調査の実施 

令和７年１１月２１日（金）から 

令和７年１２月２６日（金）まで 

⑴ニーズ調 査 、⑵在 宅

介護調査及び⑶施設利

用調査の実施 

令和７年１２月１０日（水）から 

令和８年 １月９日（金）まで 

回答の集計・分析 令和 8 年 1 月中旬から 2 月下旬まで 

調査結果の行政報告 令和 8 年 4 月開催の議会全員協議会（予定） 
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